
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 国税関係手続きの簡素化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ｑ：平成31年度の税制改正で、国税関係手

続きが改正になったとか。どのようになった

のですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のように簡素化されました。 

【解説】  

平成31年の税制改正では、納税者の利便性

向上を図る観点から、平成31年４月１日以後

に提出する一定の申告や届出等について、住

民票の写し等の各種書類の添付が不要とされ

ました。提出不要となった主なものは、次のと

おりです。 

①所得税申告(確定申告及び修正申告) 

・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉

徴収票 

・オープン型の証券投資信託の収益の分配の

支払通知書 

・配当等とみなされる金額の支払通知書 

・上場株式配当等の支払通知書 

・特定口座年間取引報告書 

・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例にお

ける相続税額等を記載した書類 

②相続時精算課税の贈与税の申告書 

住民票の写し 

③障害者非課税信託申告 

住民票の写し 

④内国普通法人等の設立届出 

定款等の写し以外の書類 

⑤収益事業の開始等の届出 

定款等の写し・貸借対照表以外の書類 
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